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埼⽟県⽴川⼝北⾼等学校同窓会 会則 
 

第１章 総 則

第１条 名 称 

本会は埼⽟県⽴川⼝北⾼等学校同窓会と称し、事務局を⺟校内に置く。 

第２条 目 的・思 想 
本会は非営利団体として、会員相互の親睦を図るとともに⺟校の発展を後⾒することを目
的とする。 

目的を達成するために、本会はいかなる政治・宗教活動もしない。

また、その思想は政治・宗教において常に中⽴である。 

第３条 事 業 

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を⾏う。 

（1） 会員同⼠の交流⽀援 

（2） 会員名簿の管理 

（3） 同窓会からの情報発信（ホームページの運営等） 

（4） ⺟校との相互連絡 

（５） その他本会の目的を達成するのに必要な事業。ただし政治・宗教活動は除く。 

第４条 会 員 

本会の会員は、埼⽟県⽴川⼝北⾼等学校卒業⽣を正会員とする。 

（1） 加入前に、個人情報の提供と会費の納入について、本人の同意を得なければならな
い。※個人情報は同窓会から連絡できる情報のみとする。 

（2） 会員から退会の申し出があった場合、同窓会はそれを受理しなければならない。た
だし会費の返⾦はおこなわない。 

（3） 会員が埼⽟県⽴川⼝北⾼等学校の教職員に就任した場合、その在任期間において
は、会員としての議決権利は停⽌とする。 
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第２章 役 員

第５条 役 員 

本会は次の役員を置く。 
（1） 会 ⻑ １名 

（2） 常任理事⻑ １名 

（3） 常任理事 ６名 

(4) 相談役 ３名 

（5） 理 事 各期３名 

（6） 業務監査 １名 
（7） 会計監査 １名 

 

 

第６条 役員の任務 

役員は政治的及び宗教的に中⽴でなければならず、その任務は次のとおりとする。 

（1） 会⻑は会務を総理し、本会を代表する。 

（2） 会⻑は副会⻑２名を選出することができる。 

（3） 会⻑は本会を運営するため、事務局を置くことができる。 

（4） 会⻑は事務局の中に会計を置く。 

（5） 会⻑は事務局に必要な役職を配置することができる。 

（6） 会⻑、常任理事⻑の２人において名簿のデータ管理をおこなう。 

（7） 常任理事⻑は常任理事及び理事の代表として、常任理事会、理事会を統括する。 

（8） 常任理事は常任理事⻑を補佐し、常任理事会、理事会の運営をおこなう。 

（9） 相談役はその知見を活かし、同窓会活動への助言を行う。 

（10） 理事は各期を代表し、同期の意⾒や提案をまとめ理事会に提⾔をおこなう。 

（11） 業務監査は本会の運営を監査し、その適否を審査する。 

（12） 会計監査は本会が執⾏した予算を監査し、その適否を審査する。 
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第７条 役員選出と選任 

役員の選出と選任は次のとおりとする。 

（1） 会⻑は会員より⽴候補を募り、常任理事会にて選任する。 
（2） 会⻑への⽴候補は、10⼈以上の正会員からの推薦を得た上で、理事会または常任理

事会に提出する。 
（3） ⽴候補者が複数の場合は、理事会において選挙管理委員会を設置し、常任理事会の

管理のもと理事による選挙をおこない会⻑を決定する。 

※選挙管理委員会は、常任理事⻑を⻑とし理事会そのものを選挙管理委員会とする。 

（4） 会⻑の⽴候補が無い場合は、常任理事及び理事が推薦する。 
（5） 常任理事⻑は常任理事会において選出し選任する。 

（6） 常任理事は理事会より⽴候補を募り、理事会にて選任する。 

（7） 常任理事の⽴候補者がいない場合は、理事会において選出し選任する。 
（8） 相談役は、正会員において推薦し、常任理事会により選任する。 

（9） 理事は各期より⽴候補者を募り選任する。 

（10） 理事の⽴候補者が３名以上の場合は、その期の正会員において協議し選任する。 
（11） 理事の⽴候補者がいない場合は、常任理事会及び理事会において選出し選任する。 

（12） 業務監査、会計監査は常任理事会で選任する。 

 

第８条 役員の任期 
（1） 会⻑及び常任理事⻑の任期は就任後３年間とし、常任理事会の承認のもと、再任は

妨げない。 

（2） 常任理事の任期は就任後３年間とし、理事会の承認のもと再任は妨げない。 

（3） 相談役の任期は就任後３年間とし、常任理事会の承認のもと再任は妨げない。 

（4） 理事の任期は各期の理事により決める。 
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第９条 役員の解任、辞任及び補充等 

（1） 役員に重⼤な非⾏があったことを正会員が知ったとき、その正会員は当該役員の職
務執⾏停⽌を理事会に申し⽴て、理事会においてこの当該役員の執⾏停⽌を常任理
事会に上程することができる。常任理事会で解任の提案が議決された場合、当該役
員は直ちに解任され、解任されてから１０年を経過するまでの間、本会のいかなる
役職にも就くことができない。 

※重⼤な非⾏の定義 
刑事事件及びそれに相当するのも。故意による個⼈情報の流出、転⽤等 

（2） 役員は任期満了の他、転勤・家庭の事情等やむを得ない事情が⽣じた際には、役員
を辞任することができる。 

（3） 会⻑が⽋員となった場合は副会⻑が代⾏する。 
会⻑及び副会⻑が⽋員となった場合は、新会⻑が決まるまで常任理事⻑が代⾏す 

（4）  
る。 

（5） 常任理事⻑が⽋員となった場合は、臨時常任理事会を開き選出し選任する。 
（6） 常任理事が⽋員となった場合は、臨時理事会を開き選出し選任する。 

（7） 業務監査、会計監査が⽋員となった場合は、臨時理事会を開き選出し選任する。 

（8） 理事が⽋員となった場合は、同期内で補充する。補充が困難な場合は、会則第7条 
（10）に基づく。 

（9） 役員が６カ⽉以上⾳信不通の場合、その事実を常任理事会で確認し常任理事会の判
断のもと、その⾳信不通になった者の業務を、⼀時的に停⽌⼜は解任することがで
きる。 
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第３章 組 織 

第10条 常任理事会

第１項 

常任理事会を最⾼議決機関とし、最低、年２回以上、常任理事会を開催し次のことを決め
る。 

（1） 前年度の事業報告の承認と、当該年度の事業計画の決定。 

（2） 前年度の会計報告の承認と、当該年度の予算案の決定。 

（3） 会⻑、常任理事⻑、相談役の選任議決。 

（4） 会則の変更 

（5） その他、本会の目的遂⾏における、必要事項の議決。 
（６） 理事の３分の１以上の要求があった場合は、常任理事⻑は臨時理事会を開催しなけ

ればならない。 

第２項 
常任理事会は、常任理事⻑が招集し、必要に応じ臨時常任理事会を招集することができ 
る。ただし、常任理事の２分の１以上の要求があった場合、常任理事⻑は臨時常任理事会
を開催しなければならない。 

第３項 
常任理事会は、会⻑及び常任理事⻑、常任理事をもって構成する。ただし、会⻑は議決権
を持たない。 

第４項 

常任理事会の議事は、参加常任理事の過半数をもって決する。 
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第１１条 理事会

第１項 

理事会は本会の議決機関とし、最低、年２回以上、理事会を開催し次のことを決める。 

（１） 常任理事の選任議決。 

（２） 正会員からの提案や意⾒をまとめ、常任理事会へ上程する。 

（３） その他、本会の目的遂⾏における、必要事項を常任理事会へ上程する。 

第２項 
理事会は、会⻑、常任理事⻑、常任理事及び理事をもって構成する。ただし、理事会にお
いては理事のみが議決権を持つ。 

第３項 

理事会の議事は、参加理事の過半数をもって決する。 

第４項 
理事会は、常任理事会に対し３分の１以上の議決も持って、臨時常任理事会の開催を要求
することができる。 
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第１２条 事務局

第１項 

事務局は本会の執⾏機関とし、次のことをおこなう。 
（１） 前年度の事業報告と、当該年度の事業計画の⽴案をおこなう。 

（２） 前年度の会計報告と、当該年度の予算案の⽴案をおこなう。 

（３） その他、本会の目的遂⾏における、必要事項の提案。 

第２項 
事務局は会⻑、副会⻑、会計及び業務を遂⾏する上で必要な⼈員もって構成する。また事
務局内の選任は原則として会⻑がおこなうが、⼈員に不⾜がある場合は、理事会において
補充、選任を依頼することができる。 

 

第３項 

事務局は次の役職を置き、仕事をおこなう。 

（１） 副会⻑ 

（２） 会計 

（３） 広報（ホームページの管理を含む） 

（４） 書記（記録） 

（５） 渉外（※理事に依頼することができる） 

（６） その他、事業遂⾏ののため必要となる職務 

第４項 

副会⻑は会⻑を補佐し、会務全般を処理する。会⻑不在の時はその代⾏を担う。 

第５項 

事務局は理事会に対し、業務の⽀援要請することができる。 
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第１３条 禁 則

第１項 

会員すべてにおいて、同窓会活動において知りえた情報や入手した書類、デジタルデータ
等を、無断及び私的に利⽤してはならない。 

 

第２項 

名簿データの取り扱い 
（１） 名簿データは、原則として保管管理を外部へ委託し、データの受け渡し時以外は個 

⼈が所有してはならない。 
（２） 外部に保管している名簿データの管理及び出し入れは、常任理事⻑、会⻑の２⼈の

みが可能とする。また名簿の出し入れをする際は、事務局に事前報告をしなければ
ならない。 

（３） 常任理事⻑が⽋けた時は、次の常任理事⻑が決まるまでは、名簿データの管理は代 
⾏することができない。 

（４） 会⻑が⽋けた時は、副会⻑が名簿データの管理を代⾏するが、名簿の出し入れをおこ
なう場合は、事前に常任理事⻑へ報告をしなければならない。 

 

第１４条 同窓会の解散について

第１項 

同窓会は常任理事会の議決において、解散することができる。ただし解散する場合は１年
以上前に、全理事及びホームページ上で正会員に向けて１年間以上告知しなければならな
い。 

 

第２項 
同窓会費（預⾦等）は、名簿のデータに基づき、連絡可能な正会員に全てに通知した後、
残⾦は常任理事会が定める団体等へ寄付する。卒業アルバム、名簿データについては、廃
棄証明をとり廃棄を⾏う。廃棄証明については、川⼝北⾼等学校に提出するとともに、 
ホームページ上に期間を定め掲載する。 
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第４章 会 計

第１５条  経  費 

本会の経費は、入会⾦、会費、寄付⾦、その他をもってこれにあてる。 

第１６条 ⼊会⾦と会費 

入会⾦1000円、会費4000円（永久会費）とし、入会時に納入する。 
※ 学校を経由し減免の申し出があった場合、またはPTA、後援会費を減免となった場合は、

入会⾦のみの納付として会費は減免とする。減免とした者も正会員とする。 

 

第１７条 寄付⾦ 
寄付⾦は、本会の会員及び本会の活動に協賛する者から随時受け付ける。また必ず会計に計
上しなければならない。 

 

第１８条 予算・決算 

本会の予決算は、事務局が作成し、常任理事会の承認を得る。 

 

第５章 特別規定 

第１９条 細 則 

この会則については、細則を設けることができる。 

第２０条 改 正 

この会則については、理事会の提案にもとづき常任理事会の議決により改正できる。 

 

附 則 

この会則は昭和52年3⽉8⽇より効⼒を発する。

この会則は昭和54年9⽉23⽇に改正する。 

この会則は平成4年9⽉14⽇に改正する。

この会則は平成5年9⽉12⽇に改正する。

この会則は平成8年9⽉15⽇に改正する。

この会則は平成27年9⽉1⽇に改正する。 

この会則は令和５年１０⽉１⽇に改正する。 

   この会則は令和７年５月１０日に改正する。 
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【会計細則】 

第１章 総 則 

第１条 細則の趣旨 

この細則は本会会則、第1９条に基づき、会計に関して定めるものである。 

第２条 会計年度 

本会の会計年度は、４⽉１⽇から翌年３⽉３１⽇までとする。 

 

第２章 予 算 

第３条 予算の⽴案 

事務局は、予算案の作成にあたる。予算は事務費、事業費、予備費等の部門に分ける。 

第４条 予算の決定 

予算案は常任理事会の審議承認を経て、常任理事会で決定する。 

 

第３章 予算の摘要 

第５条 事務費 

事務費は本会の執⾏を⾏うために必要な予算で編成され、⽀出に関しては事務局が調整を⾏
う。 

第１項 会議費 

会議費は事務局をはじめ、常任理事会、理事会等を円滑に⾏うための費⽤に充当する。 

第２項 通信費 

通信費は事務局をはじめ、常任理事会、理事会等、会員への通信・連絡の費⽤に充当する。 

第３項 名簿管理費 
名簿管理費、は同窓会名簿のメンテナンスに伴う経費に充当する。同窓会名簿のメンテナン
スはPマークを取得している企業、⼜はISMS取得している企業に業務を委託する。 

第４項 事務局運営費 

事務局運営にかかる経費は、原則として消耗品費とし計上し、卒業アルバムは雑費として計
上する。 
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第６条 事業費 

事業費は同窓会会則第３条の執⾏を⾏うために必要な予算で編成される。 

第１項 広告費 
広報費はホームページ運営に伴う費⽤に充当する。また、同窓会及び⺟校を宣伝する際の費 
⽤に充当することができる。 

第２項 ⾏事費 

⾏事費は当該年度の事業活動に伴う費⽤に充当する。 

第３項 活動費 

活動費は事業を推進するための研究、調査、会議等に伴う費⽤に充当する。 

第４項 学校援助費 
学校援助費は卒業⽣への記念品の費⽤に充当する。（卒業⽣への記念品は、等分の間卒業証
書フォルダとする。） 

第５項 慶弔費 

慶弔費は慶弔細則に基づき⽀出する。 

第６項 卒業生同期会援助費 

同窓会援助費は、同期会、部活動会援助規定、及び予算案の範囲内により⽀出する。 

第７項 現役生部活動援助費 

部活動援助費は、部活動援助規定に基づき⽀出する。 

第８項 現役生奨学⾦ 

現役⽣奨学⾦は、現役⽣奨学⾦制度に基づき⽀出する。 

第９項 

規定にない要請要望は、理事会及び常任理事会の議決をもって執⾏する。 

 

第７条 予備費 

予備費は、本会の目的を達成するための費⽤に充当する。 
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第５章 決 算 

第８条 会計決算の報告 

事務局は会計決算書を作成し、常任理事会において報告する。 

第９条 会計監査の実施 

会計決算は毎会計年度分、必ず監査をうけなければならない。 

 

附 則 

この細則は、平成４年９⽉１４⽇より効⼒を発する。

この細則は、平成８年９⽉１５⽇に改正する。 

この細則は、令和５年１０⽉１⽇に改正する。 

 

【慶弔細則】 

第1条 細則の趣旨 

この細則は本会会則第１９条に基づき、慶弔に関して定めるものである。 

 

第2条 支出基準 

慶弔に関する⽀出基準を定める。⽀出基準は次による。ただし、特別の場合には会⻑、また
は常任理事⻑の判断で第2条の⽀出基準を準⽤する。 

1 . 正会員 

会⻑、副会⻑、常任理事、理事までを対象に、基本、弔電（または弔電メール）とする。 

2 . 特 例 

その他、第２条に該当しない事項については、都度審議して決定する。 

附 則 

この細則は、平成８年９⽉１５⽇より効⼒を発する。 

この細則は、令和５年１０⽉１⽇に改正する。（※客員を削除） 
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【卒業生同期会、部活動会援助規定】 

趣 旨 

準備活動に負担がかかると思料される学年単位（１学年全体）及び部活動会において、同窓会
の開催を計画する者に対し⼀定の援助をおこない、同窓⽣相互の交流を促すとともに、川⼝北 

⾼校同窓会が主催する事業等への理解・協⼒を求めることを目的とする。 

援助規定 

以下の条件により援助⾦を⽀給する 

第１条 援助額 

• 参加者２０⼈ごとに１万円（会の開催時期に⽀給） 

• 卒業後３２年(５０歳になる年）まで⽀給 
• 卒業後５年まで、学年単位は参加⼈数に関係なく５万円を前⽀給し、後は参加者２０⼈ご

とに１万円（合計１０万円を上限）⽀給する。 

第２条 援助条件 

１. 援助を希望する者は、卒業年次(⼜は部活動名）・代表者名・開催⽇時・場所など計画の概
要を同窓会事務局に申請する。（専⽤フォームあり） 

２. 同窓会事務局は申請内容を点検し、その会の冒頭で同窓会事務局の⼈間が、同窓会の活動
について協⼒を求める旨の挨拶をする時間を取ることを条件に、援助費を⽀給する。 

３. 援助⾦は原則対⾯にて授受するものとし、主催者は受取証にサインまたは捺印する。 

４. 会を主催者から名簿データ（学年単位のみ）の要求があれば、同窓会事務局より、その期
の名簿データを提供することができる。ただし外部企業に会の運営を依頼する場合、その
外部企業と機密保持契約を締結し、その証を同窓会事務局に提出しなければならない。 

５. 会の主催者は、更新した名簿データを同窓会事務局へ提⽰しなくてはならない。 

６. 会の主催者は、同窓会からの援助費の使途を明確にし、会の終了後に報告しなくてはならな
い。また同援助費の使途に不正が発覚した場合は、同窓会事務局は会の主催者に対し援助
費の返還を求めることができる。 

７. 同⼀団体への援助⾦は年に１回までとし、援助費⽀給後３年間は申請することができな
い。ただし、名簿データの提供はこの限りではない。 

８. この援助⾦は年３０万円を総額予算とし、これを超えた時点で当該年度の援助を終了する
もとのする。 

附 則 
この規定は、平成15年9⽉２８⽇より施⾏する。

この規定は、令和５年１０⽉１⽇に改正する。 



【部活動援助規定】 

 

 第 1 条  

この規定は、第２条に定める大会等について、本校を代表して出場もしくは出

品する在校生の旅費等の支弁の補助及び、同条に定める大会等への出場もしく

は出品を援助するための補助について定める事を目的とする。 

 

第２条  

この規定は、下記の各項目に該当するものについて適用する。 

 

１．国民スポーツ大会及び関東地区予選会に出場 

２．全国高等学校総合体育大会に出場 
３．関東地区高等学校選手権大会に出場 
４．全国高等学校総合文化祭及び関東大会以上の発表会・展覧会等において顕著

な成績を収めた団体及び個人 
５．第１項から第４項以上の大会（オリンピックを含む国際大会、各種コンテス

ト、コンクール等）に出場、出品、及び常任理事会において該当する大会と認

められた場合 
 

第３条 

第２条に該当する部活動における援助費の額は以下の通りとする。但し、年間

の援助費の総額は３０万円以内とする。 

 

団体出場 １団体につき５万円 

個人出場 １名につき２万円 

 

第４条 

第２条において規定した大会において、年間予算額を超えた場合は、常任理事

会の議決のもと、全体予算を考慮した上で支出することが出来る。 

 

第５条 

第１条から第４条に該当せず、常任理事会において必要であると勘案した場合

において、同窓会 HPより同窓生に対して、大会内容の説明を行い、各部活動へ

の援助を呼びかけることが出来るものとする。 

但し、この部活援助費については、同窓会寄付口座に入金されたもののみとし、

金額の設定は行わず、入金された全額を援助にあてる。 

 

附 則 

この規定は、平成１５年９月２８日より施行する。 

この規定は、令和６年９月２８日に改正する。 
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【現役生奨学⾦制度】

趣 旨 

現役⽣において、諸事情により通学が困難な事案が発⽣した場合、同窓会としてその⽣徒に対
し、通学を継続できるよう⾦銭的な⾯で援助する。※返還義務はない 

援助規定 

以下の条件により援助⾦を⽀給する。 

第１条 援助額 

• ⼀⼈に対し、最⼤１０万円とする。 

• 基⾦を設ける（目標額を決める） 
• この予算は、同期会部活動会援助費、部活動援助費、広告費等から予算総額を超えない範

囲にて⽀出する。 

第２条 援助条件 

１. 援助の目的を明確にする。 

２. 原則として学校からの要請によるものとし、常任理事会に報告し承認を受ける。 

３. 援助⾦については、学校から当該⽣徒へ渡すものとし個⼈情報は取得しない。 

 

この規定は、令和５年１０⽉１⽇に施⾏する。 



【同窓会顕彰規定】 

 

 第 1 条  

この規定は、本校を卒業後、本校在校生、並びに同窓生の範となる業績、成果を

上げた方々に対し、同窓生を代表し同窓会よりその顕彰を行うものとする。 

 

第２条  

この規定は、下記の各項目に該当するものについて適用する。 

 

１．スポーツ・文化に関わる各分野での国際大会出場、国内での重要な賞を受賞

された方、及び団体。 
２．日本取引所グループ、日本国内各証券市場において、上場を果たしている各

社の代表取締役になられた方、また、代表取締役として新規上場を果たした方。 
３．第１項から第２項に該当すると同窓生からの要請を受け、常任理事会におい

て該当する業績と認められた場合 
 

第３条 

該当者に対し、表彰状の授与を行う。 

さらに同窓会主催の講演会等を行って頂いた方、団体に対し、その経費として最

大２０万円を支払う。この費用については、特別予算とし、発生の都度計上する。 

 

第４条 

表彰状の授与及び特別予算の計上、支払いついては、常任理事会での協議を行い、

承認を必要とする。 

 

附 則 

この規定は、令和６年９月２８日より施行する。 
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